
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆受動喫煙防止対策助成金とは 

中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設

設備の整備に対し助成することにより、事業場におけ

る受動喫煙防止対策を推進することを目的とするも

のです（令和６年度の申請は令和７年１月 31日まで）。

喫煙専用室の設置・改修、指定たばこ専用喫煙室の設

置・改修の措置にかかる工費、設備費、備品費、機械

装置費などが助成対象となります。 

 

◆助成率、助成額は 

喫煙室の設置などに係る経費のうち、100 万円を上

限に、３分の２（主たる業種の産業分類が飲食店以外

は２分の１）が助成されます（工事実施後に支給）。

助成を受けるには、工事の着工前に「受動喫煙防止対

策助成金交付申請書」を所轄都道府県労働局長に提出

し、あらかじめ交付決定を受ける必要があります。 

 

◆対象となる事業主は 

以下の①～④すべてに該当する事業主です。 

①健康増進法で定める既存特定飲食提供施設（※）

を営んでいる、②労働者災害補償保険の適用を受ける、

③中小事業主である、④事業場内において措置を講じ

た区域以外を禁煙とする。 

※健康増進法に規定する第二種施設のうち、飲食店、

喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業

が行われる施設で、ア．現に存する飲食店、イ．資

本金 5,000万円以下、ウ．客席面積 100 ㎡以下の要

件を満たすもの 

テナントに出店している事業者や貸ビルに入居し

ている事業者も、施設管理者の承諾が得られれば、申

請できます。 

 

◆健康増進法で定める事業主の義務とは 

2020 年４月から、健康増進法の一部を改正する法律

が全面施行され、原則屋内禁煙となっています（望ま

ない受動喫煙を防止するための取組みはマナーから

ルールへ）。それにより、喫煙できるのは基準を満た

した喫煙室のみで、飲食店は原則屋内禁煙（基準を満

たした専用室のみ喫煙可）、病院・学校は敷地内禁煙

（屋外に喫煙場所設置可）、それ以外のすべての施設

は原則屋内禁煙（基準を満たした専用室のみ喫煙可）

となっています。 

 
【厚生労働省「受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙

防止対策に関する各種支援事業（財政的支援）」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0

000049868.html 

 

 

 
 
厚生労働省では、６月を「外国人雇用啓発月間」と

定め、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に

労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人

労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な

周知・啓発活動を実施しています。 

 

◆今年度の取組方針 

今年は広く国民一般を対象に、「ともに創ろう、み

んなが働きやすい職場～外国人雇用はルールを守っ
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て適正に～」を標語として、次の取組みの実施を掲げ

ています。 

① 我が国の外国人雇用対策の基本的な考え方の 

周知 

② 外国人雇用状況届出の厳格な履行確保 

③ 外国人雇用管理指針に基づく雇用管理改善指

導等を始めとする外国人労働者の適正な雇用管

理、労働条件及び安全衛生の確保対策並びに助成

措置の周知 

④ 特定技能外国人の適正な受入れに向けた助言・ 

指導 

⑤ 定住外国人の就労支援及び安定雇用の確保 

⑥ 高度な技能を有する外国人材が能力を発揮し

やすい職場環境の整備 

⑦ 留学生を始めとする「専門的・技術的分野」の

外国人の就業促進 

⑧ 不法就労防止対策 

 

◆実施内容 

期間中の主な施策として、厚生労働省は、ポスター

を作成・掲示するとともに、外国人雇用に係る留意点

等についての事業主向けのパンフレットを作成して

います。パンフレットには、事業者への外国人雇用状

況届出義務の周知や、外国人労働者の雇用管理の改善

等に関して事業主が適切に対処するための指針（外国

人雇用管理指針）について掲載されています。また、

都道府県労働局、ハローワークは、この指針等に関す

る「外国人雇用管理セミナー」を開催し、周知・啓発

を行います。 

その他、「外国人雇用サービスセンター」や一部の

新卒応援ハローワーク内に設置している「留学生コー

ナー」で、留学生の就職支援を行っていることの周知

や、求職者が仕事の探し方等について相談できる「ハ

ローワークコールセンター（多言語窓口）」や、全国

のハローワークの窓口で利用可能な電話通訳サービ

ス「多言語コンタクトセンター」を活用した多言語対

応による外国人求職者の職業相談ができることの周

知などを行います。 

 
【厚生労働省「６月は「外国人雇用啓発月間」です」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39631.html 

 

 

 
 

◆令和６年度エイジフレンドリー補助金の申請受付

中 

 本補助金は、高年齢労働者の労働災害防止対策、

労働者の転倒や腰痛の防止策導入等、労働者の健康

保持増進策を講じる中小企業事業者が活用でき、「高

年齢労働者の労働災害防止対策コース」「転倒防止や

腰痛予防のためのスポーツ・運動指導コース」「コラ

ボヘルスコース」の３コースがあります。 

 

◆今年度からの拡充内容 

 「転倒防止や腰痛予防のためのスポーツ・運動指

導コース」の補助率が４分の３に引き上げられ、補

助対象が「すべての中小事業者」へと拡充されてい

ます。 

 本コースは、高年齢労働者に多い転倒や腰痛の防

止・予防のため、専門家等による運動プログラムに

基づいた身体機能のチェックおよび専門家等による

運動指導等に要する経費を補助するもので、上限額

は 100万円（消費税を除く）です。 

 

◆複数コースの申請もＯＫ 

 本補助金は、高年齢労働者の労働災害防止対策

（転倒・墜落災害、腰痛、熱中症、交通災害）に要

する経費（階段への手すり設置工事の施工や体温を

下げるための機能のある服の導入等）を補助する

「高年齢労働者の労働災害防止対策コース」や、労

働者の健康保持増進のための取組み（禁煙指導、メ

ンタルヘルス対策等の健康教育など）に要する経費

を補助する「コラボヘルスコース」との複数コース

での申請も可能です。複数コース申請する場合、併

せての上限額は 100万円となります。 

 申請受付期間は、令和６年 10 月 31日（木）まで

です。補助対象となる取組みを検討している場合に

は、補助金の活用も併せて検討してはいかがでしょ

うか。 

 
【厚生労働省「エイジフレンドリー補助金について」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html 

 

 

 
 

10 日 

○ 健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限［年

金事務所または健保組合］＜７月１日現在＞ 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安

高年齢労働者の労働災害防止等のため

の補助金が拡充されています 

７月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 



 

 

定所］＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

○ 労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分

の確定保険料の申告書の 

提出期限＜年度更新＞［労働基準監督署］ 

○ 労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便局また

は銀行］ 

 

16 日 

○ 所得税予定納税額の減額承認申請＜６月 30 日の

現況＞の提出［税務署］ 

○ 障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業

安定所］ 

 

31 日 

○ 所得税予定納税額の納付＜第１期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］＜休

業４日未満、４月～６月分＞ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 2 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

 

 


